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 聖籠町児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２９年３月２４日 

                     聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第１４号 

   聖籠町児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則 

 聖籠町児童クラブ条例施行規則（平成１５年聖籠町規則第２４号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第３項中「次の各号のいずれかに該当し」を「通学区域外就学が認め

られ、町内小学校に通学している児童であって」に改め、同項各号を削る。 

第６条第１項第１号中「６，０００円」を「８，０００円」に改め、同項第

２号中「６，２５０円」を「８，４００円」に改め、同項第３号中「６，５０

０円」を「８，８００円」に改め、同条第４項第１号中「２００円」を「３０

０円」に改め、同項第２号中「３００円」を「４００円」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 


